
第８３号議案 

 

 

   府中市市民活動センターにおける指定管理者の指定について 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和 ３ 年１１月２９日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

 市民活動センターにおける指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、提出するも

のであります。 
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   府中市市民活動センターにおける指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

公の施設の管理を行わせる者を次のとおり指定する。 

 

１ 公の施設の名称及び所在地 

  府中市市民活動センター 

  府中市宮町１丁目１００番地 

 

２ 指定管理者の名称並びに構成団体の名称及び主たる事務所の所在地 

  府中市市民活動センター運営グループ 

   代表団体  

 公益財団法人府中文化振興財団  

 府中市浅間町１丁目２番地 

   構成団体  

 特定非営利活動法人エンツリー 

 東京都八王子市南大沢三丁目２番地６－１０３ 

 

３ 指定の期間 

  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 


